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「土地売買等届出書」記入上の留意事項 

① 届出年月日 

  届出の日付を記入してください。 

届出期限は契約日を含む２週間以内です。ただし、最終日が行政機関の休日（土・日曜日、祝日、12 月 29

日～翌年１月３日）である場合は、休日の翌日（次の開庁日）が期限となります。 

 

② 権利取得者（譲受人） 

  権利取得者の住所、氏名、電話番号を記入してください。 

  権利取得者が個人の場合･･･(担当者)欄は、代理人による届出の場合のみ記入してください。 

  権利取得者が法人の場合･･･(氏名)欄は、名称及び代表者の氏名を記入してください。なお、(担当者)欄

は、実務担当者の所属、氏名を記入してください。 

権利取得者が共有の場合･･･届出書に記入しきれない場合は、代表者の住所、氏名 外○名と記入し、共有

者一覧表を添付してください。（書式は問いません） 

代理人による届出の場合は、代理人である旨の記載があるとともに、代理権の所在及びその範囲を証する

書面（委任状）を添付してください。 

 

③ 譲受人業種 

  １～７の該当する業種に○をつけてください。その他の場合は、余白に具体的な内容を記入してくださ

い。 

 

④ 届出内容説明文 

  該当する権利の内容、移転又は設定の種別に○をつけてください。 

 

⑤ 契約の相手方等に関する事項「契約の相手方（譲渡人）の住所・氏名」欄 

  契約相手方の住所、氏名を記入してください。 

 

⑥ 契約の相手方等に関する事項「契約締結年月日」欄 

  契約書記載の契約日を記入してください。（登記年月日ではありませんので、ご注意ください） 

 

⑦ 土地に関する事項「所在」欄 

  地番ごとに記入してください。筆数が多く届出書に記入しきれない場合は、別紙を添付してください。 

 住居表示が設定されている場合は、住居表示欄に記入してください。 

 

⑧ 土地に関する事項「地目」欄 

  登記地目、現況地目を、それぞれ記入してください。 

 

⑨ 土地に関する事項「面積」欄 

  登記簿に記載されている面積を記入してください。実測による面積の測定があったものについては、実測

面積も記入してください。 

 

⑩ 土地に関する事項「所有権」欄 

 地上権、賃借権、その他の権利の移転（設定）の場合にかぎり記入してください。 



 

⑪ 土地に関する事項「所有権以外の権利」欄 

 届出に係る土地の権利の移転（設定）後も、引き続き所有権以外の権利が存続する場合に記入してくださ

い。 

  所有権以外の権利とは･･･地上権、地役権、抵当権、質権、入会権等 

 種別欄：存続する権利の種別を記入してください。 

 内容欄：権利の存続期間、地代の額、被担保債権額、地役権の目的等を記入してください。 

 

⑫ 土地に存する工作物等に関する事項「種類」欄 

 土地と併せて工作物等が権利の移転等の対象となっている場合に、住宅、倉庫、鉄塔、木竹等の別を記入

してください。 

 

⑬ 土地に存する工作物等に関する事項「概要」欄 

 建築物その他の工作物の場合は、延べ面積、構造、使用年数等を記入してください。 

 木竹の場合は、植栽面積または本数、樹種、樹齢等を記入してください。 

 

⑭ 土地に存する工作物等に関する事項「移転又は設定に係る権利」欄 

 種別欄：権利の種別を記入してください。（所有権、賃借権、抵当権等） 

 内容欄：「種別」が所有権以外の場合、権利の存続期間、賃料の額、被担保債権額等を記入してください。

「種別」が所有権の場合は記入不要です。 

 

⑮ 土地に存する工作物等に関する事項「移転又は設定に係る権利以外の権利」欄 

 工作物等について、現に存する賃借権、抵当権等の権利で引き続き存続するものがある場合に記入してく

ださい。 

 

⑯ 移転又は設定に係る土地に関する権利の内容に関する事項「移転又は設定の態様」欄 

 届出に係る契約が、どのような理由による移転かを記入してください。 

 （登記原因となる、売買、交換、賃借権の設定、代物弁済予約の区分により記入してください） 

 

⑰ 移転又は設定に係る土地に関する権利の内容に関する事項「地上権又は賃借権の場合」欄 

 届出に係る権利が、地上権又は賃借権である場合に記入してください。 

 所有権移転の場合は、「該当なし」と記入してください。 

 

⑱ 対価の額等に関する事項「土地に関する対価の額等」欄 

 各番号別に「地目(現況)」「面積」「単価」「対価の額」を記入し、合計してください。 

 数筆の土地を合算して対価を設定してある場合は、単価及び対価の額は、合計欄のみ記入してください。 

 （対価の額の合計欄は、契約金額と同一金額であり、消費税を含みます） 

 

⑲ 対価の額等に関する事項「工作物等に関する対価の額等」 

  届出に係る土地と併せて、土地に存する工作物等の権利の移転又は設定が行われる場合に限り記入してく

ださい。 

 



⑳ 土地の利用目的等に関する事項「用途等」欄 

  住宅分譲地、工場、太陽光発電施設等、可能な限り具体的に記入してください。 

  現在の土地利用を継続する場合には、「現況利用」と記入してください。 

 

㉑ 土地の利用目的等に関する事項「利用目的に係る土地の所在・面積」欄 

  土地の所在について記入してください。 

  面積については、この届出のみの場合は、当該面積を記入してください。将来、隣接する土地の購入計画

がある場合（一団の土地として利用する場合）は、それを含めた面積を記入してください。また、この届出

に係る土地が、現在所有する土地の隣接地であった場合は、それを含めた面積を記入してください。 

 

㉒ 土地の利用目的等に関する事項「利用計画の概要」欄 

  住宅団地等の造成を行う場合に記入してください。 

  人工面率欄：利用目的に係る土地の面積に占める樹林地、草地、水辺地、岩石地及び砂地以外の土地の面

積の割合を【現況】％→【計画】％として記入してください。 

  計画人口欄：人口の増加を見込む計画（住宅団地、工業団地等の分譲等）における想定人口を記入してく

ださい。 

  その他欄：利用目的について、既に条例等による審査を受けている場合、自ら公共・公益的施設を整備す

る予定である場合には、その概要を記入してください。 

 

㉓ その他参考となるべき事項 

  土地に関する契約に付随し又は相当因果関係を有すると認められる支出を内容とする契約（営業補償、移

転料、建物撤去費等）があるなど、その他参考となるべき事項がある場合に、適宜記入してください。 


